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児童育成手当（障害手当）の申請

　受給資格はあっても所得制限を超えていたため手当を受けることができなかった方で、

所得状況の変化や、新たに受給資格に該当されると思われる方は、５月中に申請してくだ

さい。申請が遅れた場合は、認定されましても、申請された翌月分からの支給となり、遅

れた月分の手当は受けられませんのでご注意してください。

　申請に必要な要件、提出書類などはお問い合わせください。

　なお、現在受給されている方には、６月に「現況届」をお送りしますのでご提出ください。

〔児童育成手当対象者〕

　支給額・該当児童１人につき月額１３，５００円

〔児童育成（障害）手当対象者〕

　支給額・該当児童１人につき月額１５，５００円

※問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１

乳がん検診申込受付のお知らせ

　検診車で行う乳がん検診（マンモグラフィ撮影法）の受診申込受付をつぎのとおり行います。

検　診　日 会　場 時　間 定　員

７月１１日（土） 福祉会館 午前９時３０分～午後３時 ４０人

７月１２日（日） 文化会館 午前９時３０分～午後３時 ４０人

＊乳がん検診は、国の指針に基づき隔年の受診となります。そのため、検診の対象者は、

　昨年度に町の検診を受診されていない方になります。

＊時間については、申し込み人数により時間が前後したり、午前中で終了する場合があり

　ますのでご了承ください。

〔受付期間〕５月１４日（木）から２９日（金）

〔対象者〕町内に住所を有する満４０歳以上の女性

〔申込受付〕申込フォーム　　　　　　　　　　　☞
　　　　　 または、福祉保健課　☎８３－２７７７までお申し込みください。

＊定員に達した時点で申込受付を締め切らせていただきます。お早めに申し込みください。

●受診ができない方

　・昨年度、町が実施した乳がん検診を受けた方

　・豊胸手術を受けた方

　・現在乳腺科の疾病で治療中、手術後の経過を観察中の方

　・現在授乳中、断乳直後、妊娠中の方

　・自力での立位の保持および歩行が困難な方

＊国の指針に基づき、令和４年度より視触診を廃止いたしました。

＊この日程で受診できない方は、日の出ヶ丘病院　☎０４２－５８８－８６６６

　で直接受診することができます。

　（要予約。火・水・木曜日のみ。令和９年３月３１日まで。）
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No.869 2026 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

株式会社伊藤園さんから、自動販売機の売り上げの一部をご寄付いただきました

　町内１１か所に設置されているわさぴーのイラストが描かれた自動販売機の販売金額の

一部を奥多摩わさび振興のためにご寄付いただいています。

　令和７年４月から令和８年３月までの寄付額は７０万７，１５６円です。

　ありがとうございました。

～３月のふるさと納税額のお知らせ～ つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

目　　　　的 件　数 金　額

　奥多摩の豊かな自然を活かした観光などの施設や自然環境　        
　の維持整備などのため 

　　 ３件 　　 １１３，０００円

　奥多摩のこどもたちへの教育や伝統文化の奨励などのため 　　 ２件 　　　 ３２，０００円

　少子高齢化が進む奥多摩の福祉のため 　　　 ー 　　　　　　　　　ー

　財政運営資金の一端（一般寄付）として 　　 ３件 　　 １１９，０００円

合　　計　 　　 ８件 　　 ２６４，０００円

　青梅信用金庫さん　子ども支援に２０万円を寄付

　青梅信用金庫さんが、子ども育成支援に関する事業に

役立ててほしいと、２０万円をご寄付くださいました。

　新しい寄付制度あおしんＴＡＳＵＫＩ寄付金による

４回目のご寄付ですが、青梅信用金庫さんからの寄付は、

平成４年から通算で３５回目となります。

　ご寄付の趣旨を生かし、有効な活用を図ります。

　　　　　　師岡町長と青梅信用金庫 伊藤奥多摩支店長（右）▶
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